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視察委員名

委 員 長 溝口 孝
副委員長 畝原 幸裕
委 員 三樹喜久代
委 員 黒木 高広
委 員 鈴木富士男
委 員 黒木 万治
委 員 日髙 一直
議 長 黒木 円治

（平成２５年１月２７日～２９日）
視察先

三重県 鳥羽市議会
兵庫県 加西市議会

鳥羽市役所玄関にて

加西市議会棟玄関にて



三重県 鳥羽市
人 口

男 １０，０８３人

女 １１，２７６人

計 ２１，３５９人

世帯数 ８，５６３世帯
平成２５年１月末現在（住民基本台帳による）

一般会計歳出決算額

１１，００７，５２４千円（平成２３年度）
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うち議会費決算額 一般会計に占める議会費の割合

１７３，２７６千円 １．６％（日向市は１．０％）
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鳥羽市役所庁舎

視察の目的

２０１２年度日経グローカル
で、議会改革度全国２位に
ランキングされ、「議会の
見える化」を推進している
ことから、議会改革の先進
事例として視察を実施。



（１）背景
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●二元代表制の一翼を担う市議会のあり
方について、議会全体で危機感を持って
改革に取り組むべきという結論に至った。

鳥羽市議会議長あいさつ

視察時のようす

●平成２１年 ⇒ 市民に対しアンケート調査を実施

市民の約７割が
「議会改革は必要」という厳しい意見



（２）改革の進め方
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●政務調査費の一部を活用し、全員が購入

『地方議会改革実践のポイント１００』
（著者：江藤俊昭山梨学院大学法学部政治行政学科教授）

●本をもとに１つ１つ確認しながら、改革
に対する議員間の温度差を解消

共通認識を深めた

http://www.amazon.co.jp/gp/reader/431316118X/ref=sib_dp_pt


（３）改革の主な取り組み

6

①ケーブルテレビによる議会放送（平成２０年９月）

※放送にあわせ、一問一答方式を導入

②表決結果をホームページや議会だよりで公表（２３年３月）

③立候補制による正副議長選挙の実施（２３年５月）

※所信表明をインターネットで放送

④議員定数を１６名から１４名へ（２３年５月）

※会派制の廃止・・・・・メリット：正確な情報伝達（全て全員協議会）

デメリット：全議員による協議で時間がかかる。

⑤議長、委員長、常任委員の任期を１年から２年へ（２３年５月）

⑥法で規定したものを除く執行機関の各種審議会への委員就任を辞退

※国保運営協議会委員など （２３年５月）
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⑦全議員による予算・決算常任委員会の設置（２４年５月）

※当初予算及び決算は４日間、補正は１日間で審査

⑧議会の「見える化」の推進

●政務調査費の使用状況をホームページで公開（２３年度分から）

※個人ごとの使用した経費の項目と金額を公開

（領収書等は事務局で公開）効果：バランスの良い使用の仕方

●タブレット端末の使用を許可。議事堂に大型のモニターを設置し、

議案の説明や一般質問の際に活用。

議員１４名中、１０名が利用。（政務活動費）

（３）改革の主な取り組み（つづき）

議場の左右に大型モニター設置
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（３）改革の主な取り組み（つづき）

●本会議、委員会、全員協議会（費用弁償のある会議を全て対象）

の画像配信

・ ユーチューブ、ユーストリームによる画像配信（２２年）

※当初安価なビデオカメラで配信 ⇒ 画像が悪く不評

１台５０万円のハイビジョンカメラを

議事堂に２台、委員会室に２台設置し、

あわせてマイク設備と画像中継設備を

８５０万円かけて整備。

議員の座席ボタンを押せば、自動でカメラが発言する議員へズーム



●議会情報の提供（２２年）

・ 広報の一環として、地方議会で全国初のTwitter（ツイッター）の

公式アカウントを開設し、情報を提供。48,100件のアクセス有り

・ グーグルカレンダーにより市議会の予定を公開

・ ＬＩＮＥ（ライン）の公式アカウントを開設（２４年）し、情報を提供

※他市議会に先駆けてＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を
活用・・・議会改革度において高評価につながっている。
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（３）改革の主な取り組み（つづき）

≪背景≫

・有人離島（４島）があり、議会を傍聴するには定期船で往復

１，４２０円かかる

・「議会をより身近に感じてほしい」、「議会を理解してもらうには、

議会を見てもらうのが一番いい方法」という考えから、議会中継、

ソーシャルメディアを導入
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・ 議会に対する市民の厳しい評価・・・アンケート結果による

・ 正副議長就任あいさつで議会基本条例の必要性を提言（２１年５月）

・ 議員全員で構成する議会基本条例策定委員会を設置
下審査機関として策定幹事会を設置（会派から１名選出）

・ 策定委員会（２０回）、策定幹事会（１３回）１年７ヶ月をかけて策定
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①第４条

●全ての会議を原則公開

●参考人制度、公聴会制度の活用

●請願、陳情を市民からの政策提案と位置付け

・陳情は写しの配付のみ

●議会報告会、意見交換会の実施（意見交換会が主）

・市内４７自治会の会長に対し、議会報告会の開催希望を打診

小規模自治会では合同開催も可。

・開催時期は、地域の実情にあわせて実施

・実績：２２年度・・・３６会場で８５０人

２３年度・・・３７会場で６３１名（会場数は全国最多）

２４年度・・・２９会場で５６１名

・対応：３班体制（５人、５人、４人）

・離島では宿泊

・報告会では議員個人の意見は言わないことを申し合せている
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②第５条

●一問一答方式の導入

●反問権の付与（市長ほか職員にも認めている）

・一般質問は答弁を合わせて１人６０分、反問権を行使した場合も

時間は止めない。今までに反問権行使の実績なし

③第６条

●市長による政策形成過程の説明を義務付け

④第７条

●予算や決算など、施策別、事業別の説明資料作成を求める

⑤第８条

●議決事件の拡大

・市の基本構想、基本計画

・計画期間５年未満の計画（行革大綱、総合保健福祉計画、観光基本

計画、都市マスタープラン）

・他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの

（２）議会基本条例の内容 その２
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（２）議会基本条例の内容 その３

⑥第９条

●討論による合意形成

・委員会における議員間討議を

活発に行うようになった

・現段階では委員会のみ

⑦第１０条

●委員会の活動

・委員会単位での市民との意見交換会の実施を明記（実績なし）

議会議事堂

※議会報告会等を通じて、政策提案、提言につなげていくこと
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人 口

男 ２２，８４２人

女 ２３，９９７人

計 ４６，８３９人

世帯数 １７，０８２世帯
平成２４年２月末現在（住民基本台帳による）

兵庫県 加西市

一般会計歳出決算額

１８，８９８，０９６千円（平成２３年度）

うち議会費決算額 一般会計に占める議会費の割合

２０７，７０９千円 １．１％（日向市は１．０％）
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加西市役所庁舎

視察目的

日経グローカル、早稲田大学マニ
フェスト研究会の両方で議会改革
度ランキングがベスト１０入りして
いることから、議会改革先進事例
として視察。

議会棟

本庁舎
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●前市長による職員採用問題で議会が紛糾

・議会で市長不信任案可決 ⇒ 市長が議会を解散
・議員選挙後、再度市長不信任案可決 ⇒ 市長失職
・市長選挙により市長再選

・市長再選後の議会も混乱
（市民を巻き込んだ形となった）

（１）背景

●上記のような混乱を経験し、二元代表制のもとでの議会の役割を、

市民に理解してもらうべく議会改革を推進することとした。

加西市議会副議長あいさつ
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（２）改革の経緯

●平成１９年１２月：議会改革委員会設置
（任意、６名）
・議会基本条例の制定を主たる目的とした

●平成２１年３月議会改革特別委員会を設置（７名）
・条例作成のため委員会に作成部会を設置
・市民アンケート調査を全戸に配布
・市内９地区において全市民対象の懇談会を実施
・条例の骨子案を作成、パブリックコメント実施
・骨子案を全戸に配布
・条例素案を作成し、中学校区を単位に４箇所で市民懇談会を実施
・ＨＰで、条例素案について市民からの意見を募集
・条例素案について、市長をはじめ幹部職員と協議
・２２回にわたる委員会開催により、条例案を作成
・平成２２年６月定例会にて条例案を提案し、全会一致で可決、同日施行

加西市議会議事堂



18

①第４条

●委員会の活動原則

・市民の要請に基づき、委員会としての懇談会実施を規定

・委員長の委員会報告書作成、委員長報告への質疑に対する責任ある

答弁を規定

②第６条

●市民参加と情報公開

・政務調査費、視察報告、全議案についての

各議員の賛否状況など、

議会活動についての情報公開を規定

・本会議、各常任委員会、各特別委員会は原則公開

・本会議、委員会のインターネットによる画像配信を規定

実績：録画中継アクセス件数・・・・23年度21,791件（22年度26,463件）

ライブ放送アクセス件数・・・・23年度2,413件（22年度5,567件）

・委員会における参考人制度と公聴会制度の活用を規定

・請願、陳情を市民の政策提案、提言と位置付け

音響及び画像配信システム
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③第８条

●議会報告会

・年２回以上の開催を規定

実績：平成２２年・・・４箇所で２回（４９９名参加）

平成２３年・・・４箇所で１回（１７３名参加）

平成２４年・・・４箇所で２回（２６６名参加）

１箇所１回（６８名参加）

④第９条

●市長等との関係

・一問一答方式

・反問権の付与（本会議、委員会）

実績：前市長は乱用、議長に制止されることもしばしばあったが、現市長

になってからは実績なし

答弁時間：反問に対する議員の発言は、議員の質疑の時間に含まない

・会期中、閉会中を問わず市長等への文書質問が可能

（計３３４名参加）

視察時のようす
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⑤第１０条

●市長による政策形成過程の説明を義務付け

⑥第１１条

●議決事件の拡大

・総合計画の基本構想及び基本計画

・都市計画マスタープラン

・次世代育成支援行動計画

・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

・生涯福祉計画

⑦第１２条

●討議の拡大

・議決前の自由討論（質問と主張）を「討議」とし、従来の各議員の賛否及び

その理由を主張することを「討論」と位置付ける。

・「討議」は、討論者に対する質問や主張とし、討議後に採決を行う

⑧第１３条

●政策討論会

・市政の重要課題について議論を深め、より高い政策提言を目指す

視察時のようす



●議会改革は、二元代表制の中で「市民に身近で開かれた議会」を目指し、議会
として、どう市民と向き合っていくのかが問われていると思う。鳥羽市議会が高く
評価されている点は、議会報告会を毎年こまめに多くの会場で開催し、議会とし
て市民の意見を聴取し、更なる進化を遂げようとしている点である。また、ソー
シャルメディアを活用して「議会の見える化」のほか、新たな議会IT化に積極的に
取り組んでおり、ツイッター（ＴwItter）、ライン（ＬＩＮＥ）の導入、ユーストリームを活
用した本会議等の中継、録画配信を始めるなど、全国的にも進んだ取り組みを
行っている。
本市でも改革に向けた取り組みを行っているが、今後は全議員の意識を共有
し、議会基本条例の制定を含め、議会改革を更に進めていくべきと思う。

●今回を含め今までに４つの議会基本条例について視察を行った。ともに、市民
の７割が議会改革をするべきとの声で、条例の中身をみると同様のものであった。
また、議会報告会の市民参加が尐ないのも同様であり、市民は、議会改革は
必要であると思っているが、議会には関心が無いのでないか。日向市としても早
く条例を制定し、開かれた議会として、議会傍聴、議会報告会等多数の市民参加
をいただける議会にしていくことが課題であろう。

行政視察を終えて ～委員の所感より～①
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●今回の視察で、二つの議会基本条例、議会改革について研修したが、ほとんど
内容的には同じであった。これまでの経過を見てみると、改革や条例化を行って
いるところは何かしら自治体、議会で問題が発生し、その解決手段として条例の
制定や改革が行われている。
日向市議会でも基本条例の制定が必要と考えるが、今後いろいろと討議を重
ね、日向市に即したものが必要である。基本的なものは同じであるから、独自性
のある、新たな内容が望まれる。また、議員間の政治倫理もこれから求められる
と考える。

●鳥羽市議会では報告会が離島４島も含めて３７回、一昨年は２９回実施している。
実績は評価できるものであり、大きな労力も必要であろう。
また、加西市議会では市議会だよりに審議の内容、議決結果、各議員の議決
結果一覧も掲載している。更には政務調査費の収支報告書も掲載している。
請願・陳情においても、重く受け止められていると伺えた。
以上の点では本市の議会広報特別委員会でも議論を深め、発展させていく必
要があると思う。

行政視察を終えて ～委員の所感より～②
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●加西市では、市政の混乱が議会改革の動機となった。議会としてのまとまりにつ
いて質問したが、議会への大きな試練が、議員が意識しないうちに議会を一つに
まとまらせたようである。議会基本条例ができているから進んだ議会だという評
価を受けるが、議会基本条例がなくても議会改革が進んでいる市町村もあるとの、
両市の異口同音の発言が心に残った。

●今回の行政視察では、議会改革を行っている両市とも、まだ不完全であると感じ
た。日向市議会も議会改革に取り組んで２年余りが経つので、早く改革案を作成
し、取り組む必要があると感じた。

●今回の視察においては、現在日向市議会の議会改革特別委員会で議論されて
いる内容と一致するものもあった。先進地視察でいつも感じることは、決して議会
改革が遅れているという訳ではないということである。逆に先行していることに気
づくこともある。
しかし、現在、全国的に求められている議会の二元代表制としての機能をいか
に高めるか、最も身近な市民との接点をどのような形で持ちながら信頼される議
会を構築するか等の課題がある。
次の改選期まで２年しか残っていない中、合議体としての議会が討議を重ね、
いかに執行当局や市民との信頼関係を構築できるかが改革のポイントとなるの
ではないかと感じた。

行政視察を終えて ～委員の所感より～③


